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令和６年度
東京都がん検診精度管理評価事業

調査の実施について

令和６年８月２６日
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（１）概要
区市町村が実施するがん検診事業の評価を行い、課題を明らかにするとともに、区市町村に

フィードバックすることで、自治体の現状認識・改善に向けた取組を促し、東京都全体のがん
検診の質を高めることを目的として、都内62自治体に対して以下３つの調査を実施する。

（２）各調査詳細
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１ 令和６年度精度管理評価事業について

①実施状況調査 ②プロセス指標調査 ③市区町村チェックリスト実施状況調査

調査目的 指針に基づく検診及び指針外検診の
実施状況の把握

検診の質を確保するための「プロセ
ス指標」の把握

検診の質を確保するための「技術・
体制指標」の把握

調査対象年度
・調査内容

＜令和６年度実施分＞
◦指針に基づく、がん種（胃・肺・

大腸・子宮頸・乳）・検診方法・
対象年齢・検診間隔にて検診を実
施しているか。

◦指針外の検診方法、対象年齢、が
ん種の検診を実施しているか。

＜令和５年度実施分＞
検診受診率

＜令和４年度実施分＞
検診受診率、要精検率、精検受診率、
精検未受診率、精検未把握率、がん
発見率、陽性反応適中度

＜令和６年度実施分＞
がん検診実施体制整備に関する調査
（調査項目例：受診者の情報管理、
精検結果の把握、精検未受診者特定
と受診勧奨、検診機関の質の担保
等）

＜令和４年度実施分＞
プロセス指標把握に関する調査
（調査項目例：受診率、要精検率、
精検受診率、がん発見率、陽性反応
適中度等の集計等）
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１ 令和６年度精度管理評価事業について

（４）令和６年度年間スケジュール

（３）結果の活用
前頁３つの調査結果を区市町村支援に活用していく。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 翌４月~

・がん部会通知発出
・HP公表

・調査結果の報告
・評価内容の検討

・調査結果の納品

・回答取りまとめ及び集計
・聞き取り調査

・調査票の配布
・問合せ対応

・調査票案の検討
・調査票案の検討

第３回がん部会

・先行調査及び再調査
※国立がん研究センターのスケジュールに従い実施する

①実施状況調査
②プロセス指標調査

③市区町村チェックリスト実施状況調査

公表のスケジュール

第２回がん部会
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技術・体制指標

Ⅰ科学的根拠に基づく検診

Ⅱ精度管理、Ⅲ受診率向上

①実施状況調査票

③国チェックリスト
（市区町村用）

②結果入力シート

検診の運用状況を評価

検診の運用結果を評価

検診の流れ
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２ 調査票の種類（イメージ図）

要精検
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ア 区市町村別がん検診の実施状況一覧

指針への対応状況について総括

イ 区市町村別精度管理評価事業結果シート（プロセス指標等一覧）

検査方式ごとに調査結果をもとに評価
・チェックリスト実施率に基づきレーダーチャートを作成
・評価結果として、プロセス指標・チェックリスト実施率に関するコメントを掲載

ウ 精度管理の状況（７指標）

①受診率、②要精検率、③精検受診率、④陽性反応適中度、⑤がん発見率、⑥精検未受診率、
⑦精検未把握率について高値順にそれぞれグラフを作成

エ 「事業評価のためのチェックリスト（市区町村用）」実施状況の評価結果及び回答一覧

・実施率の高値順にグラフを作成
・区市町村の各項目への回答一覧を作成

３ 結果の公表

（１）ホームページ
・東京都保健医療局HP「とうきょう健康ステーション」のうち、「受けよう！がん検診」に掲載

（https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kensui/）
・調査結果に関する公表データ（区市町村の状況）は以下のとおり



ア 区市町村別がん検診の実施状況一覧

7

イ 区市町村別精度管理評価事業結果シート

〇〇区

３ 結果の公表

（２）イメージ図
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ウ 精度管理の状況
（受診率を含む7指標）

エ 「事業評価のためのチェックリスト
（市区町村用）」実施状況の評価結果
及び回答一覧

※右図は評価結果

３ 結果の公表



（１）実施状況調査票（子宮頸がん検診）の変更点
・子宮体部の検査に関する設問の注の修正

・指針外の検査方法（指針外検診）に関する設問の選択肢の見直し

・HPV検査単独法の設問追加

（２）結果公表時データの変更点・留意点
⇒昨年度第２回及び今年度第１回がん部会で確定した以下の点を反映する

・公表するプロセス指標は69歳以下の受診者のデータを基に算出

・評価基準として「許容値」を廃止し、「基準値」に統一

・肺がん検診、乳がん検診のプロセス指標の評価基準は、

受診者の実態を考慮した基準値（基準値②）を採用

・区市町村別精度管理評価事業結果シートの表示方法を変更
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４ 昨年度からの変更点・留意点
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変更前

変更後

４ 昨年度からの変更点・留意点

（１）子宮頸がん検診実施状況調査票の変更点（子宮体部の検査）



変更前
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変更後

（１）子宮頸がん検診実施状況調査票の変更点（指針外検診）

４ 昨年度からの変更点・留意点
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設問２
・30歳以上の対象者に対して一律

に実施する検査方法

設問３
・検体採取方法
・対象年齢
・受診間隔
・毎年の受診機会の有無
・毎年の追跡検査受診機会の有無
・国指針の５つの要件

変更後

（１）子宮頸がん検診実施状況調査票の変更点（HPV検査単独法の設問追加）

４ 昨年度からの変更点・留意点



１.背景

・東京都は、「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方報告書（以下、報告書という。）」（平成20年3月)で示されたプロセス指標の許
容値、目標値を基に都内区市町村におけるがん検診の精度管理を支援してきた。
・その後、がん検診のあり方検討会における報告書改定の検討を経て、「がん検診事業のあり方について」(令和5年6月）においてプロセス指標の
新たな基準値が示され、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針（以下、国指針という。）」が改正された。

２.改正前後のプロセス指標基準値

数値設定の対象は各がん共通で40 歳から 74 歳まで
（子宮頸がんのみ 20 歳から 74 歳）

胃がん 大腸がん 肺がん 乳がん 子宮頸がん

精検受診率
許容値 70％以上 70％以上 70％以上 80％以上 70％以上

目標値 90％以上 90％以上 90％以上 90％以上 90％以上

未把握率
許容値 10％以下 10％以下 10％以下 10％以下 10％以下

目標値 5％以下 5％以下 5％以下 5％以下 5％以下

未受診率
許容値 20％以下 20％以下 20％以下 20％以下 20％以下

目標値 5％以下 5％以下 5％以下 5％以下 5％以下

要精検率 許容値 11％以下 7％以下 3％以下 11％以下 1.4％以下

がん発見率 許容値 0.11％以上 0.13％以上 0.03％以上 0.23％以上 0.05％以上

陽性反応
適中度 許容値 1.0％以上 1.9％以上 1.3％以上 2.5％以上 4％以上

検診として効果がある感度、特異度の値を達成するために必要と考
えられるプロセス指標の値が基準値として新たに設定された。

〇主な変更点
・許容値が廃止され、精検受診率の基準値は全がん種90％となり、
未把握率、未受診率の基準値も廃止された。

・基準値の対象年齢は、従来の上限74歳に加え、上限69歳の区分が
追加された。

・要精検率・がん発見率・陽性反応適中度の基準値が細分化され、
性別及び受診歴別に示された。

※子宮頸がんに関しては、さらに対象年齢が20歳～69歳（74歳）、
20～39歳、40～69歳（74歳）で分かれている。

【改正前】 【改正後】
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「がん検診事業のあり方について」（令和５年６月）を踏まえたプロセス指標の変更について（案） ※昨年度第２回がん部会資料

４ 昨年度からの変更点・留意点

（２）結果公表時データの変更点・留意点（前回までのおさらい）



「がん検診事業のあり方について」（令和５年６月）を踏まえたプロセス指標の変更について（案）

３.今後の方向性~評価に使用する基準値について~（令和6年度以降）

胃がん 大腸がん 肺がん 乳がん 子宮頸がん

（検診間隔2年） （検診間隔１年） （検診以外の肺に関す
る検査の受診なし)

（検診以外の肺に関す
る検査の受診考慮）

(すべての受診者の検診
間隔が2年)

（連続受診者がいるこ
とを考慮） 20~74歳 20～39歳 40歳～74歳

基準値➀ 基準値② 基準値➀ 基準値② 基準値➀ 基準値②

精検受診率 90％以上 90％以上 90%以上 90%以上 90％以上

要精検率 7.7%以下 7.6％以下 6.8％以下 2.4%以下 2.3％以下 6.5%以下 6.4％以下 2.5%以下 4.2％以下 1.9％以下

がん発見率 0.19％以上 0.11％以上 0.21％以上 0.10%以上 0.05％以上 0.40%以上 0.31％以上 0.15%以上 0.18％以上 0.14%以上

陽性反応適中度 2.5％以上 1.5％以上 3.0％以上 4.1％以上 2.2％以上 6.1%以上 4.8%以上 5.9％以上 4.4％以上 7.3％以上

【74歳以下】※全年齢を対象とした評価に活用することを想定

胃がん 大腸がん 肺がん 乳がん 子宮頸がん

（検診間隔2年） （検診間隔1年） (検診以外の肺に関する
検査の受診なし)

（検診以外の肺に関す
る検査の受診考慮）

(すべての受診者の検診
間隔が2年)

（連続受診者がいるこ
とを考慮） 20~69歳 20～39歳 40歳～69歳

基準値➀ 基準値② 基準値➀ 基準値② 基準値➀ 基準値②

精検受診率 90％以上 90％以上 90％以上 90％以上 90％以上

要精検率 7.1%以下 7.0％以下 6.2％以下 2.0%以下 2.0％以下 6.8%以下 6.8％以下 2.7％以下 4.2％以下 2.0％以下

がん発見率 0.13%以上 0.08%以上 0.16％以上 0.06%以上 0.03％以上 0.38%以上 0.29％以上 0.16％以上 0.18％以上 0.15％以上

陽性反応適中度 1.9%以上 1.1％以上 2.6％以上 3.0%以上 1.6％以上 5.5%以上 4.3％以上 5.9％以上 4.4％以上 7.4％以上

【69歳以下】
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*子宮頸がんはCIN3以上の発見率または陽性反応的中度

*

*

※昨年度第２回がん部会資料

４ 昨年度からの変更点・留意点

（２）結果公表時データの変更点・留意点（前回までのおさらい）
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１）議事録

・事務局としては、肺がん及び乳がんについて、いずれもプロセス指標は基準値②を採用したい。

⇒乳がんについて、いろいろな状況を鑑みて、行く行くは基準値①のほうを目指すということで

段階的にということであれば、②の基準でもやむを得ない。

⇒肺がんについても、まずは基準値②で行って、数が大きく改善してくれば基準値①へ移行する

というのが良い気はする。

・以上から、異論がないということで、事務局案（基準値②）を採用する。

２）委員からの御意見シート

・特段意見なし

「がん検診事業のあり方について」（令和５年６月）を踏まえたプロセス指標の変更について（案）

４ 昨年度からの変更点・留意点

（２）結果公表時データの変更点・留意点（前回までのおさらい）
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４ 昨年度からの変更点・留意点

（２）結果公表時データの変更点・留意点

イ 区市町村別精度管理評価事業結果シート

公表対象年齢は69歳以下で集計・評価
する

許容値の廃止に伴い、基準値に基づ
く評価を公表する



指標 掲載の基準 コメント内容

受診率
受診率 ≧50％ 目標値を達成しています。引き続き受診率の向上に取り組んでください。

なお、次年度からは60％以上が目標となります。

受診率 <50％ 目標値未達成のため、より一層の受診率向上に取り組んでください。
なお、次年度からは60％以上が目標となります。

精検受診率
精検未受診率
精検未把握率

精検受診率 ≧90％ 基準値を達成しています。
引き続き精検受診率の向上に取り組んでください。

精検受診率 <90％
かつ

未受診率 0％

未受診者の把握が課題です。
未受診者の把握による精検受診率向上に努めてください。
【取組例】精検受診勧奨・再勧奨の実施、要精検者への精検実施医療機関

リストの提示、精検結果報告書の導入、
要精検者本人へのアンケート調査等

精検受診率 <90％
かつ

未受診率 < 未把握率

未把握率が高値です。改善に向けた取組をご検討ください。
【取組例】精検結果報告書の導入、要精検者本人へのアンケート調査、

要精検者への精検実施医療機関リストの提示等

精検受診率 <90％
かつ

未受診率 > 未把握率

未受診率が高値です。改善に向けた取組をご検討ください。
【取組例】精検受診勧奨・再勧奨の実施、要精検者への精検実施医療機関

リストの提示等

要精検率 ―
（必ず掲載）

指標値を注視し、極端な高値あるいは極端な低値がある場合は、受診者集団における
がん有病割合の偏り（年齢層や、（非）初回受診者の割合の偏り、有症状者の検診受
診等）や、要精検の判定基準の問題や、精検受診率の低値等が原因として想定されま
す。改善に向けた取組をご検討ください。
【取組例】まずは受診者の特性を分析し、有症状者を診療へ誘導する体制

の整備や、受診率の低い層への重点的な受診勧奨を検討する。
次に検診機関の検査方法、検査体制、判定基準等を確認し、
不適切な点がある場合は、改善する。
また精検受診率が低い場合は、向上を目指す。

がん発見率
陽性反応適中度

―
（必ず掲載）

（３）
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４ 昨年度からの変更点・留意点

（２）結果公表時データの変更点・留意点（区市町村別精度管理評価事業結果シートのプロセス指標に対する評価コメント）
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※公表対象年齢は69歳以下

４ 昨年度からの変更点・留意点

（２）結果公表時データの変更点・留意点

ウ 精度管理の状況
（受診率を含む7指標）

目標値⇒基準値

今年度の公表（翌年４月頃）から許容値
の表記を廃止し、基準値のみで公表予定


